
直方市介護保険認定情報の開示請求方法 
  認定情報については、認定調査票、主治医意見書を開示します。以下の手続

き方法に従い、情報開示請求をしてください。 

 なお、情報開示を受けるには、必ず「介護サービス計画作成のための認定情

報開示請求書」の本人同意欄に被保険者本人の署名（自著）、押印が必要です。 

 

開 示 方 法：  写しの交付 

 

費     用：  1枚 10円 

（調査票：５～７枚程度、意見書：２～３枚程度になります） 

 

開示対象者：  

１． 介護サービス計画作成依頼のあった事業所に所属する介護支援専門員 

２． 本人が利用している居宅サービス事業所の介護計画作成担当者 

３． 本人が入所又は入院している介護保険施設に所属する介護支援専門員 

 

請 求 手 順： 

１．「介護サービス計画作成のための認定情報開示請求対象者名簿」を 

高齢者支援課介護サービス係へ提出（FAX可）してください。 

１5 時までに到着したものは翌日受取可能です。 

１５時を過ぎて到着したものは翌々日の受取となります。 

  ※受取可能日が休日の場合は翌開庁日以降の受取となります 

 

２．資料受け取り当日、「介護サービス計画作成のための認定情報開示請求書」  

 （本人同意欄に同意のあるもの）を保険課介護サービス係窓口に提出、及び 

  開示請求者の身分証明書を提示してください。 

  ※代理の方が受け取りに来る場合、委任状が必要になります。 

 

３．窓口にて手数料の納付をしていただき、資料をお渡しします。 

 （なるべく小銭のご用意をお願いいたします。参考：上記費用参照） 

 

 

※ 個人情報の管理、保管及び不要となった場合の廃棄については、十分ご配

慮いただきますようお願いいたします。 

高齢者支援課介護サービス係 

Tel 0949－25－2390 

Fax 0949－24－7320 


